
1

１月５日
１月12日
１月13日
１月19日

車　塚　　82－7500
福和田　　82－8522
城　内　　82－0242
落　合　　82－7576

◆壬生町休日当番医　９：00～17：00

※所在地につきましては、電話等でご確認ください。
◆栃木地区急患センター（下都賀郡市医師会病院隣）
　休　　日　　　　９：00～21：00
　平日の夜間診療　19：00～22：00
※栃木地区急患センター　栃木市境町27－15　　22－8699
◆休日夜間救急当番医　21：00～翌日９：00

　年末・年始のごみ収集、し尿のくみ取りは、下記のとお
りとなりますので、お知らせいたします。
◆年末
　ご　み　収　集　12月31日　まで、指定曜日の区域を収
　　　　　　　　　集します。
　ごみの持ち込み　12月30日　まで、受け入れします。
　　　　　　　　　（８：30～17：00まで）
　し尿くみ取り　12月27日　まで、くみ取りします。
◇年始
　ご　み　収　集　平成26年１月６日　から、指定曜日の
　　　　　　　　　区域を収集します。
　ごみの持ち込み　平成26年１月４日　から、受け入れし
　　　　　　　　　ます。（８：30～12：00まで）
　し尿くみ取り　平成26年１月６日　から､くみ取りし
　　　　　　　　　ます｡
※休業期間中は、ごみステーションにごみを出さないよう、
　ご協力をお願いいたします。
  ごみは、必ず収集当日の朝８：00までに出してください。
◎問合せ先
　・ごみについて　　　　　清掃センター 　　　82－3424
　・し尿くみ取りについて　クリーンセンター 　82－6739

多 島 外 科 胃 腸 科
大橋内科クリニック
陣 内 医 院
か と う 小 児 科

１月５日
１月12日
１月13日
１月19日

栃木市　　22－7722
栃木市　　22－7722
壬生町　　87－2199
栃木市　　22－2551

と ち の 木 病 院
と ち の 木 病 院
獨協医科大学病院
下 都 賀 総 合 病 院

壬生町水道水の
放射性物質測定結果

放射性ヨウ素

I－131

検出値

検出限界値

飲食物摂取
制限に関す
る指標値

検出されず

1．0Bq/kg

10Bq/kg

0．9Bq/kg 0．9Bq/kg

検出されず 検出されず

Cs－134 Cs－137

放射性セシウム

採取場所：北部配水場　　採取日：12月11日

※食品衛生法に基づく基準値（平成24年４月１日）
　以上のとおり、水道水から放射性物質は検出されません
でした。
　なお、県内の他市町の検査結果については、栃木県のホ
ームページにて公表されています。

　壬生町役場、稲葉・南犬飼出張所は閉庁（お休み）とな
りますのでご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。
○期　　間　12月28日　～平成26年１月５日 
※上記期間中でも、死亡届、出生届、婚姻届などの戸籍届
　書は以下の施設でお預かりいたします。（届書の内容に
　よっては、平日再度、ご来庁いただく場合がございます
　ので、ご了承願います）
○時　　間　８：30～17：15　壬生町役場本庁  　81－1825
　　　　　　　　　　　　　　（壬生町通町12番22号）
その他の時間帯は石橋地区消防組合壬生分署でお預かりい
たします。
（死亡届等お預かりできない届書もございます）
※自動交付機（住民票・印鑑証明証）はご利用いただけます。
　なお、ご利用には暗証番号の登録がされている「印鑑登
　録証カード」が必要です。
○使用可能時間　８：30～17：15　壬生町役場本庁
※その他主な施設の休業（お問合せは各施設へ）
①町立保育園・児童館
休業期間　12月28日　～平成26年１月５日
②町運動場全施設、壬生中央公民館、南犬飼地区公民館、
　稲葉地区公民館、歴史民俗資料館、図書館、生涯学習館、
　嘉陽が丘ふれあい広場、ふれあい交流館
休業期間　12月28日　～平成26年１月４日
※注　壬生町総合公園・おもちゃ博物館は所管が異なりま
　　　すので、町施設振興公社（　86－7117）にお問い合
　　　せ下さい。

受診する際は、事前に電話確認をしてからお出かけください。

年末・年始のごみ収集及び
し尿のくみ取りについて

年末年始の町役場業務等と
施設休業のお知らせ

年末年始の町役場業務等と
施設休業のお知らせ

～～～～～～～～～～～～～

広報みぶお知らせ版12月８日号16頁「カレンダー」におきまして、「第３回壬生町新春書初め
席書大会」を１月４日　に記載いたしましたが正しくは１月５日　の誤りです。申し訳あり
ませんでした、お詫して訂正いたします。なお、中央公民館は、１月４日　休館となります。

【お詫びと訂正】
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「お正月特別開館」
○日　時　平成26年１月３日　・４日　　10：30～15：30
○内　容【３・４日両日開催】
　①和凧の展示
　②お子様限定！「お楽しみ抽選会」
　　※当日の「こども入館チケット」
　　　が必要です。また数量限定のため、
　　　なくなり次第終了となります。　　
　③手作り羽子板　
　　（１枚400円【羽根付き】・先着150枚）
　　※親子で楽しくオリジナル羽子板を
　　　つくろう！
　                   　　

【３日のみ開催】
手作り凧教室　１枚500円・先着15名
　※数量限定のため、１家族１枚と
　　させていただきます。

【４日のみ開催】
エイサーの演舞
（協力：琉球國祭り太鼓栃木支部）
　［午前の部］11：00～
　［午後の部］14：00～（各回約30分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎平成26年1月　毎週末の催し◎
おもちゃ博物館への入館者対象の催しです
☆第２日曜日（12日）｢おりがみ教室｣（14：00～15：00）
☆第３日曜日（19日）｢おもちゃ病院｣（受付）13：00～15：00
おもちゃの修理をします。（お１人様１点）
※毎月第３日曜日は｢家庭の日｣として、中学生以下のお子
さまは入館無料です！
☆第４日曜日（26日）｢てづくりおもちゃ教室｣（13：30～
　　　　　　約１時間）
○年末年始の休館日のお知らせ
　12月28日　～平成26年１月２日
◎問合せ先　壬生町おもちゃ博物館　　86－7111
　　　HPアドレス　http：//www.mibutoymuseum.com/

◆相談日時　平成26年１月９日　　10：00～12：00
◆会　　場　保健福祉センター
◆対　　象　町内在住者　５名（先着順）
　　　　　　なお、同一の内容の相談は１回限りです。
◇申込・問合せ先　１月６日　　８：30～　電話申込受付
　　　　　　（福）町社会福祉協議会　　82－7899

○移動図書館（BM）１月の日程

※なお、天候や行事の都合により上記日程、時間が変更に
　なることがありますので、ご了承ください。
○おはなしひろば１月の日程
　　図書館では、毎週土曜日、ボランティアによる子ども
　向けのよみきかせ「おはなしひろば」を開催しております。
　・日　時　11日　・18日　・25日　　14：00～15：00
　・会　場　図書館２階　児童室
◎問合せ先　壬生町立図書館　　82－8543

☆児童館出前遊び教室
○日　　　時　１月18日　　10：00～12：00
○場　　　所　中央公民館
○対　　　象　幼児親子～小学生
○内　　　容　紙粘土遊び
◎申込み方法　当日９：50から、中央公民館でお待ちして
　　　　　　　います。
☆節分会
○日　　　時　２月１日　９：30～11：30（雨天決行）
○受 付 時 間　小学生　　９：10～９：30
　　　　　　　幼　児　　10：10～10：30
○参 加 対 象　１歳児～小学生　100名
○参　加　費　100円
○申 込 受 付　12月24日
　　　　　　　　　～１月25日　まで
＊現金を添えて児童館で受付けます。（電話受付可）
　キャンセルの返金は１月25日までになります。
◎問 合 せ 先　壬生町児童館 　82－7388  ８：30～17：00

冬空のバード＆スターウォッチング
○日　　時　２月８日　９：30～９日　15：00
○対　　象　小学４年生～６年生　15名
○参 加 費　1,250円　※事前申込制　1月13日　まで
○集合場所　ぱなぱな工房
◎問合せ先　とちぎわんぱく公園　　86－5855

10日
15日
16日
21日
21日
22日
23日

稲葉小学校
安塚小学校
羽生田小学校
児童館
藤井小学校
壬生東小学校
睦小学校

おもちゃのまち
（なかた洋品店
駐車場）

13：00～14：30
13：00～15：30
13：00～14：00
11：00～12：00
13：00～14：00

13：00～15：30

14：00～16：0024日

29日

図書館からのおしらせ

13：00～14：00壬生北小学校

お楽しみ抽選会

手作り羽子板

手作り凧教室

エイサーの演舞

いつでも聞ける便利な電話広報はこちら（　82－2121）
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「人権相談」
　家庭生活や社会生活を営むうえで、自分の力では解決で
きない人権問題がございましたらお気軽にご相談ください。
　相談員は人権擁護委員です。
「行政相談」
　国や国の関係行政機関が行う仕事に関する意見等がござ
いましたら、お気軽に定期相談をご利用ください。
　相談は定期的に開設しているほか、自宅でも随時受付し
ております。本町の行政相談員は次の方々です。
　・相田喜久夫　氏　　82－0603
　・粂川　元一　氏　　86－3869
１月定期相談日
　１月16日　　保健福祉センター　13：30～16：00
　予約の必要はありませんが、お待たせしないために事前
予約をお勧めいたします。 （相談無料・秘密厳守）
◎問合せ先　人権相談…町民生部生活環境課　　81－1826
　　　　　　行政相談…町総務部総合政策課　　81－1814
　また、宇都宮地方法務局栃木支局において、毎週水・木
曜日（祝休日を除く）９：30～15：30、人権擁護委員によ
る常設相談が開設されています。（　0570－003－110）

長い経験とキャリアの持ち主、元大工さんなどが技と心
で研ぎます。
　１月14日　　役場本庁西側車庫
　１月21日　　南犬飼出張所自転車置場
◆時　　間　９：00～13：00
◆料　　金　鎌（小）100円・草刈鎌、菜切り包丁　250円
　　　　　　出刃350円・刈込みハサミ、ナタ　450円
　　　　　　※刃こぼれ、サビ落としは、割り増し100円
◎問合せ先　（公社）シルバー人材センター
　　　　　　　82－4682　FAX82－4687

○講　　　師　読み聞かせ師･作家　　　　　　　　　　
　　　　　　　　聞かせ屋。けいたろう氏
○日　　　時　平成26年２月８日
　　　　　　　１回目10：00～10：45　０.１.２歳児向け
　　　　　　　２回目11：00～11：45　３歳以上児向け
○場　　　所　保健福祉センター　１F　会議室
○受　　　付　１回目９：30～10：00　
　　　　　　　２回目10：45～11：00
○対象・定員　町在住の親子　各回 50組　※事前申込み制
○持　ち　物　座布団 ※使用済オムツはお持ち帰り下さい。
○申 込 受 付　１月６日　～24日　 ９：00～16：00
◎申込・問合わせ　町立とおりまち保育園　　82－0330

町教育委員会事務局 学校教育課
（　）内の数字が検出下限値（セシウムが存在しているか
がわかる最低濃度）です。 
◆測 定 器　Nalシンチレーションスペクトロメータ
　　　　　　（簡易検査）
◆検査場所　下都賀教育事務所

羽生田
小学校

壬生北
小学校

藤井
小学校

鶏　肉

ね　ぎ

キャベツ

岩手県

栃木県

群馬県

施設名 食材名 産地
セシウム
134

セシウム
137

ヨウ素
131

検査日　10月10日 結果（Bq/kg）

不検出

不検出

不検出

（8.1）

（8.0）

（8.2）

不検出

不検出

不検出

（6.6）

（6.5）

（6.7）

不検出

不検出

不検出

（6.6）

（6.5）

（6.8）

安塚
小学校

壬生
中学校

稲葉
小学校

人　参

ほうれん草

さつまいも

北海道

栃木県

壬生町

施設名 食材名 産地
セシウム
134

セシウム
137

ヨウ素
131

検査日　10月24日 結果（Bq/kg）

不検出

不検出

不検出

（8.4）

（7.9）

（7.9）

不検出

不検出

不検出

（6.8）

（6.4）

（6.3）

不検出

不検出

不検出

（7.0）

（6.4）

（6.4）

稲葉
小学校

壬生
小学校

ね　ぎ

しいたけ

壬生町

静岡県

施設名 食材名 産地
セシウム
134

セシウム
137

ヨウ素
131

検査日　11月７日 結果（Bq/kg）

不検出

不検出

（8.6）

（6.5）

不検出

不検出

（7.0）

（5.2）

不検出

不検出

（6.5）

（5.2）

睦
小学校

南犬飼
中学校

藤井
小学校

人　参

白　菜

じゃがいも

北海道

栃木県

北海道

施設名 食材名 産地
セシウム
134

セシウム
137

ヨウ素
131

検査日　11月21日 結果（Bq/kg）

不検出

不検出

不検出

（8.7）

（8.4）

（8.3）

不検出

不検出

不検出

（7.2）

（6.8）

（6.7）

不検出

不検出

不検出

（7.0）

（6.9）

（6.7）

壬生町学校給食食材放射性物質検査
検査結果（１０・１１月分）● ● ● ● ● ●

あい  だ    き    く   お

くめ かわ       もと いち

刃物研ぎのお知らせ

うれしいうれしい  絵本絵本  読み聞かせ読み聞かせうれしいうれしい  絵本絵本  読み聞かせ読み聞かせうれしい  絵本  読み聞かせ
絵本推進講座 
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広報みぶお知らせ版12月８日号16頁｢カレンダー｣におきまして、１月14日　役場本庁・21日　
南犬飼出張所の刃物研きの時間を９：00～14：00と記載いたしましたが正しくは９：00～13：00の
誤りです。申し訳ありませんでした、お詫して訂正いたします。

【お詫びと訂正】



◆テーマ展　
○「秋の虫・冬の虫」
《期　間》　１月26日　まで
○おじいさんやおばあさんの子どものころの暮らし
《期　間》　３月30日　まで
　衣・食・住・遊びに関連する用具類を中心に、昭和初期
　の暮らしの様子を紹介します。
〈関連講座〉
○「おじいさんやおばあさんの民話語り」
《日　時》　１月11日　・18日　・25日　 14：30～15：00
《会　場》　展示室２・体験コーナー
○栃木の鉄道　
《期　間》　１月11日　～３月30日　まで
《申込み》　当日直接会場へ
○栃木の手仕事Ⅲ　染と織　
《期　間》　１月11日　～３月30日　まで
○小泉斐とその周辺　
《期　間》　１月11日　～２月16日　まで
◆特別展示
○自然首都・只見
《日　時》　１月11日　～１月19日　
◆観察会・見学会
○化石発見隊－特級編
《日　時》　１月25日　・26日　　10：00～12：00
《会　場》　１日目 那須町
　　　　　　２日目 博物館研修室
《対　象》　小学生以上（小学生保護者同伴）
◆体験学習
○ワークシートに挑戦
《日　時》　１月18日　　10：00～11：30
《会　場》　展示室
《対　象》　小中学生（同伴保護者は要観覧料）
○動物の毛皮をさわってみよう
《日　時》　１月18日　　14：00～15：00
《会　場》　博物館研修室
《対　象》　小中学生
《申込み》　当日直接会場へ
◎問合せ先　栃木県立博物館　　028－634－1311
　　　　　　ホームページアドレス
　　　　　　http：//www.muse.pref.tochigi.lg.jp/
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　自宅やビニールハウスのすぐ脇の小さな排水路と思って
も、排水路に流れた油類は、河川に流れ込み大きな被害に
なります。
　油類の流出事故が発生すると、下流域の上水道の取水が
停止されるなど各方面に大きな影響を与えたり、土壌中の
染み込んだ油類の回収が終了するまで長期間の対策を講じ
る必要が生じたりします。
　また、被害発生の賠償等を求められることもあり、経済
的負担も大きくなります。
　下記の事項を再度確認し、事故の未然防止に努めてくだ
さい。
　○暖房を始める前に、施設（配管等を含む）・装置の点
　　検や試運転を実施し、配管が折れていないか、異常が
　　ないか確認しましょう。
　○施設・装置の日々の運転状況について注意を払い、異
　　常が見られる場合は直ちに装置を停止し、施設・装置
　　の点検をしましょう。
◎問合せ先　
　小山環境管理事務所　環境対策課　　0285－22－4309
　町民生部生活環境課環境保全係　　　81－1834

　小型特殊自動車の基準に該当するフォークリフトや農耕
作業用自動車は、標識番号（ナンバープレート）の交付を
受ける必要があり、軽自動車税の申告が必要です。
　まだ申告をされていない方は、お早めに役場、稲葉・南
犬飼出張所にて登録手続きをしていただきますようお願い
いたします。
□小型特殊自動車に該当する車両
　＜農耕作業用自動車＞　（年額1,600円）
　　農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車
　　（コンバイン）及び国土交通大臣の指定する農耕作業
　　用自動車
　＜農耕作業用自動車以外のもの＞　（年額4,700円）
　　フォークリフト、ショベル・ローダ等
□登録に必要なもの
　・印鑑
　・その車両を購入した、または譲り受けたことを証明す
　　るもの
　・その車両の種類や車台番号がわかるもの
※ご不明な点がありましたら、町税務課までご連絡くださ
い。
◎問合せ先　町総務部税務課諸税係　　81－1879・1819

こいずみあやる

平成26年

かんぴょうの歌CD絶賛発売中　１枚 500円　
楽しく歌って、美味しく食べよう！！

　稲葉出張所・南犬飼出張所・役場農政課で販売中
詳しくは　町経済部農政課農業振興係（　81－1839）
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○テ ー マ　人と動物の心温まる光景等を題材としたもの
○応募期間　平成26年１月６日　～27日　（必着）
○応募作品の規格　2L版（キャビネ版）12.7cm×17.8cm
　　　　　　デジタルカメラで撮影したもの可、合成処理
　　　　　　等のデジタル加工したものは不可。
※応募作品は返却いたしません。また規格外のものは審査
　対象外となります。
○応募方法　郵送または動物愛護指導センターへ持参。写
　　　　　　真と応募用紙または氏名、年齢、郵便番号、
　　　　　　住所、電話番号、題名、ペットの名前、何で
　　　　　　知ったかコメント（100字以内）を記入したも
　　　　　　のを同封してください。応募用紙は、栃木県
　　　　　　動物愛護指導センターのホームページからダ
　　　　　　ウンロードできます。作品は１人１点に限り
　　　　　　ます。
　　　　　　※作品は未発表のものとします。
　　　　　　※入選作品には賞状、記念品を贈呈します。
　　　　　　※応募作品に関する著作権等は、センターに
　　　　　　　帰属します。
　　　　　　※作品の展示に際してお住まいの市町名・氏
　　　　　　　名を公開します。
　　　　　　※入選者には別途作品のデータの送付をお願
　　　　　　　いすることがあります。
　　　　　　※詳しくはお問合せください。
◎問合せ・応募先　〒321－0166　宇都宮市今宮４－７－８
　　　　　　栃木県動物愛護指導センター　普及指導課
　　　　　　　028－684－5458

○職務内容　看護学生の病院における臨地実習指導
○勤務場所　栃木県県南高等看護専門学院及び臨地実習病
　　　　　　院
○資　　格　看護師の資格を持ち、３年以上の看護業務の
　　　　　　経験を有する者
○採用予定　１名
○勤務期間　平成26年１月１日～３月31日
　　　　　　（掲載時期により２月１日～）
※　なお、１年毎の更新で最長５年間の勤務ができます。
○給 与 等　給与　短大卒看護師３年経験で184,000円
　　　　　　（経験年数の加算あり、最高額246,000円）
　　　　　　有給休暇　16日/年、夏季休暇　２日
　　　　　　健康保険、厚生年金保険、雇用保険加入
◎問合せ先　栃木県県南高等看護専門学院
　　　　　　栃木市大塚町1258－4　　27－7888

　

　栃木県に標記に関する届出がありましたので、大規模小
売店舗立地法により下記のとおり当該届出及び添付書類の
縦覧が開始されました。
　なお、同法第８条第２項の規定により、意見を有する方
は、平成26年3月26日までに知事に意見書を提出すること
ができます。
○大規模店舗名称　アバンセ壬生店
○所　在　地　壬生町安塚880番１他
○縦 覧 期 限　平成26年３月26日　まで
　　　　　　　土日祝祭日を除く８：30～17：00
○縦 覧 場 所　栃木県庁県民生活部広報課県民プラザ室
　　　　　　　産業労働部経営支援課
　　　　　　　壬生町役場商工観光課内
◎問 合 せ 先　栃木県経営支援課　　　028－623－3176
　　　　　　　町経済部商工観光課　　81－1844

Ｑ１. 平成２５年中の収入が無かったのですが申告は必要
　　　ですか？
Ａ１. 住民税の申告は、国民健康保険税等の算定にも使用
　　　されており、収入の無かった人にも申告していただ
　　　く必要があります。未申告の場合には、収入が無い
　　　ということが把握できないために国民健康保険税等
　　　の軽減が受けられなかったり、所得証明書などの発
　　　行を受けることができなくなります。また非課税所
　　　得の収入のみの方にも申告していただく必要があり
　　　ます。
非課税所得としては主に次のものがあります。
　　　１. 遺族年金
　　　２. 障害年金
　　　３. 雇用保険の失業給付
Ｑ２. 平成25年中の収入が公的年金のみの場合、申告は必
　　　要ですか？
Ａ２. 公的年金の収入金額が400万円以下である場合には、
　　　申告の必要はありませんが、医療費控除や生命保険
　　　料控除等による所得税の還付を受けるためには、所
　　　得税の確定申告が必要です。申告が無い場合は、年
　　　金支払者から町に送付される「公的年金等支払報告
　　　書」により住民税を計算します。また公的年金の収
　　　入金額が400万円を超える場合には所得税の確定申
　　　告が必要です。
※申告の日程につきましては、広報みぶ（平成26年１月号）
　及びおしらせ版（平成26年１月23日号、２月８日号）に
　掲載予定です。
◎問合せ先　町総務部税務課町民税係　　81－1817

動物愛護ふれあい写真
コンクールを開催します
動物愛護ふれあい写真
コンクールを開催します
動物愛護ふれあい写真
コンクールを開催します
動物愛護ふれあい写真
コンクールを開催します

看護実習指導員の募集看護実習指導員の募集

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～

大規模小売店舗新設届出の縦覧開始

毎月第３日曜日は家庭の日です。
この機会に家族の絆を深めてみませんか？
※一部施設で優待制度があります。（詳細は県ＨＰ参照）
詳しくは　町教育委員会事務局生涯学習課（　81－1873）



　所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年１月１日から12月31日までの１年間に生じた全
ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告
書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

　次の①から③のいずれかに当てはまる方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要です。

次の計算において残額があり、さらに（１）から（６）のいずれかに該当する

次の計算において残額がある

①給与所得
　がある方

②公的年金等
　に係る雑所
　得のみの方

③①～②以外
の方

大部分の方は、
年末調整により
所得税が精算さ
れるため、申告
は不要です。

各種の所得の合計額（譲渡所得
や山林所得を含む）から、所得
控除を差し引いて、課税される
所得金額を求めます。

課税される所得金額に税率を
乗じて、所得税額を求めます。

所得税額から、配当控除額と年
末調整の際に控除を受けた（特
定増改築等）住宅借入金等特別
控除額を差し引きます。

各種の所得の合計額（譲渡所得
や山林所得を含む）から、所得
控除を差し引いて、課税される
所得金額を求めます。

課税される所得金額に税率を
乗じて、所得税額を求めます。

所得税額から、配当控除額を差
し引きます。

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある
※公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
※公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方は、①又は③を参照してください。

　次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受ける
ための申告により税金が還付されます。
　なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方（年金所得者）で確定申告の必要がない方が還付申
告をする場合は、その他の各種の所得（退職所得を除く）も申告が必要です。

（１）給与の収入金額が2,000万円を超える
（２）給与を１か所から受けていて、各種の所得金額（給与所得、退職所得を除く）の合計額が

20万円を超える
（３）給与を２か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所

得金額（給与所得、退職所得を除く）との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額（雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除
を除く）を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額（給与所得、退職所得を除く）
の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

（４）同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・
工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた

（５）給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
（６）在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及

び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている

※公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円
以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

※退職所得は、一般的に、退職金の支払いの際に支払者が所得税及び復興特別所得税を徴収する源泉徴収だけで所
得税及び復興特別所得税の課税は済まされます。
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※復興特別所得税
　平成25年分から平成49年分までの各年分については、所得税と併せて復興特別所得税の申告及び納付をすることとされています。
　復興特別所得税の額は、各年分の基準所得税額（原則として、その年分の所得税額）に2.1％の税率を掛けて計算した金額です。
　また、平成25年１月１日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税が徴収される場合には、復興特
別所得税が併せて徴収されます。



　確定申告による所得税及び復興特別所得税の納付期限は、３月17日　 です。
申告書提出後に納付書等の送付によるお知らせはありませんので、ご注意ください。
納付には、便利で安全な振替納税を是非ご利用ください。
○振替納税をご利用の方
　　振替日は４月22日　 です。２～３日前には口座の残高をお確かめください。
　　新たに振替納税をご利用される方は、３月17日　 までに、「預貯金口座振替依頼書」を税務署または指定 
　の金融機関へ提出してください。
　　ご自分で直接、現金納付又は電子納税（ダイレクト納付を含む）されると二重納付となりますので、ご注
　意ください。
○現金納付される方
　　納税の期限は３月17日　 です。
　　納付書を税務署又は所轄の税務署管内の金融機関の窓口で入手して、納付してください。
○電子納税（ダイレクト納付を含む）される方
　　納税の期限は３月17日　 です。
　　新たに電子納税をご利用される方は、事前準備が必要となりますので、e-Taxホームページ
　（www.e-tax.nta.go.jp）でご確認ください。

（１）納税について

　還付される税金があるときは、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、振込先金融機関名、
預貯金の種別及び口座番号を正確に書いてください。
　なお、振込先の預貯金口座はご本人名義のものに限ります。

（２）還付金の受取方法について

　平成25年分の贈与税の申告と納税は、２月３日　 から３月17日　 までです。
納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ期限内に納付ができないときは、申請により担保を提供して
５年以内の年賦で納める延納制度があります。この場合、所定の割合で利子税がかかります。

　平成25年分の個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は、３月31日　 が申告と納付の期限となってい
ます（振替納税をご利用いただく場合の振替日は４月24日　 です。）。

　個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を
超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年１月からはこれらの所得を生ずべき業務を行
う全ての方（所得税の申告の必要がない方を含みます。）に対象者が拡大されます。　　　　　　　　　　　　
　記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）に掲載され
ていますので、ご覧ください。
　詳しくは、栃木税務署個人課税部門（０２８２－２２－０８８５※自動音声にしたがって「２」を選択して
ください。）にお問い合わせください。
7

年間の所得が一定額以下である場合
※一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。

雑損控除や医療費控除、寄附金控除、（特定増改築等）住宅借入金特別控除
（年末調整で控除を受けている場合を除く）などを受けられる場合

医療費控除や社会保険料控除を受けられる場合

給与所得について年末調整を受けていない場合

①総合課税の配当所得や
　原稿料などがある方

③公的年金等に係る雑所得
　のみの方
④年の中途で退職した後
　就職しなかった方

②給与所得者
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　障害者手帳の交付を受けていない65歳以上の高齢者で身
体障がい者、または、知的障がい者に準ずる方について、
介護保険の要介護認定の資料をもとに、障害者控除の対象
になるかどうかを判定し、認定書を交付します。
　所得税や町・県民税の申告をする際にこの認定書を提示
すると、障害者控除を受けることができます。
◎障害者控除対象者認定基準（平成25年12月31日基準）
　（平成25年中に対象者が死亡している場合は死亡日）

○申請の手続き
　本人または家族からの申請が必要です。町健康福祉課介
護保険係の窓口で申請してください。また、郵送でも受け
付けます。（申請書は町のホームページからダウンロード
可）認定書（非該当通知書）は後日発送いたします。
※対象者に対しての個別通知はありません。
「精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・身体障害者手帳の
交付を受けている方」また、「本人または扶養者が非課税
で税の申告が必要のない方」は申請の必要はありません。
◎問合せ先　町民生部健康福祉課介護保険係
　　　　　　　81－1876・1877

○テ ー マ　「私たちにできる自殺予防対策～高齢者の自
　　　　　　殺を防ぐ地域づくり～」
○講　　師　佐々木　久長氏　秋田大学大学院准教授
○目　　的　自殺対策先進県である秋田県に自殺対策につ
　　　　　　いて学び、高齢者の自殺対策に必要な地域づ
　　　　　　くりのために、ひとりひとりができることに
　　　　　　ついて学びます。 
○日　　時　平成26年1月14日　　13：30～16：00
○会　　場　栃木県庁小山庁舎　大会議室
　　　　　　（小山市犬塚３－１－１）
○対　　象　関心のある方　どなたでも参加できます。　
○定員・参加費　80名・無料
○締 切 り　平成26年1月7日
◎申込・問合せ先　栃木県県南健康福祉センター健康支援課
　　　　　　　0285－22－6192　FAX 0285－22－8403

　おむつ代が医療費控除の対象と認められるためには、医
師の発行した証明が必要とされていますが、次の①及び②
に該当する方は、壬生町が発行する「主治医意見書確認書」
により代用することができます。
①おむつ代について、医療費控除を受けるのが２年目以降
②おむつを使用した方が介護保険要介護認定者等で、壬生
　町が医師の証明に代わる内容を確認できる場合
　（介護保険認定審査資料主治医意見書にて「ねたきり」
　かつ「尿失禁有」を確認）
※確認書が必要な方は、印鑑をご持参のうえ健康福祉課に
　おいて手続きをしてください。
　おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての方は、医師
が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。税務
課で白紙の「おむつ使用証明書」を受け取り、主治医の先
生にご相談ください。（証明書の発行に際しては費用がか
かります）
　「本人又は扶養者が非課税で税の申告が必要のない方」は、
手続きの必要はありません。
◎問合せ先　町民生部健康福祉課介護保険係
　　　　　　　81－1876・1877

○日　　時　平成26年１月28日　　13：30～15：30
○場　　所　下都賀庁舎２階大会議室
○内　　容　テーマ「あなたが大切な人に出来る５つのこと
　　　　　　～うつ蔓延社会をうつ円満社会へ！～」
○講　　師　澤登和夫氏（うつ専門カウンセラー、株式会
　　　　　　社ありがトン代表）
　会社員時代に、自身もうつ病を発症。５年半にわたり重
度のうつ生活を送る。うつを乗り越え、現在はカウンセラ
ーとして年間100人以上のうつの人と向き合い、講演を通
じて啓蒙活動も行っています。
　著書に「人生をやめたいと思ったとき読む本」（東洋経
済新報社）等。その活動は、NHKや多数の新聞や雑誌で
も取り上げられています。
○定　　員　70名（定員に達した時点で申込みを締め切り
　　　　　　ます。）
○参 加 費　無　料
○対 象 者　関心のある方
◎申込み・問合せ先
　　栃木県栃木健康福祉センター保健衛生課
　　栃木市神田町６－６　　22－4121
※申込みは、１月21日　までに、電話でお申し込みください。

介護認定者の方に
障害者控除対象者認定書の発行

さ　さ　き        ひさなが

要介護認定が要介護１以上であり、以下の
①、②のいずれかに該当する方
①介護認定調査票の「障害高齢者の日常生
　活自立度」がＡランク該当
②介護認定調査票の「認知症高齢者等日常
　生活自立度」がⅡａ又はⅡｂランク該当

要介護認定が要介護１以上であり、以下の
①、②のいずれかに該当する方
①介護認定調査票の「障害高齢者の日常生
　活自立度」がＢ又はＣランク該当
②介護認定調査票の「認知症高齢者等日常
　生活自立度」がⅢａからＭランクまでの
　いずれかに該当

障害者控除

特別障害者
控除

控除区分 判定基準

さわ と  かず お

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

自殺対策フォーラム自殺対策フォーラム

～うつ病編～

平成25年度 こころの健康教室

おむつ代の医療費控除の
ための確認書の発行
おむつ代の医療費控除の
ための確認書の発行
おむつ代の医療費控除の
ための確認書の発行

壬生町カルタ好評販売中です。１セット 500円です。
町教育委員会事務局、壬生中央公民館、稲葉出張所、南犬飼出張所、生涯学習館で販売中

詳しくは　町教育委員会事務局生涯学習課（　81－1873）



老齢年金を受給されている方へ

年金と所得税の確定申告について年金と所得税の確定申告について

国民年金保険料を納付されている方へ

納付した国民年金保険料は確定申告の
控除対象になります！

納付した国民年金保険料は確定申告の
控除対象になります！

　国民年金及び厚生・共済の『老齢年金』など、老齢（退職）を支給事由とする公的年金は、税
法上「雑所得」として所得税の申告対象になります。
　老齢年金を受けている方には、一年間（１月～12月）に受け取った年金の支払総額などを記載
した「源泉徴収票」が翌年１月下旬に送付されますので、確定申告等の際に提出してください。

　納付した国民年金保険料は所得税（住民税）の申告において、社会保険料の控除対象
となります。確定申告（還付申告）をするときには、納付したことを証明する書類の添
付が必要になります。
　所得税の申告を行う際は、日本年金機構から送付される「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」または「国民年金保険料領収証書」を、忘れずに提出しましょう。

　10月１日～12月31日の間に納付された国民年金保険料の控除証明書は、２月上旬に送付される予定です。（１
月１日～９月30日に納付された国民年金保険料の控除証明書については、11月上旬に送付済みです。）
※ 控除証明書に関するお問合せは、『控除証明書専用ダイヤル』にお願いいたします。

　源泉徴収票は、年金以外に給与等の収入があり、税務署等で確定申告をするときや源泉所得税の還付請求をすると
きに、申告書に添付する必要があります。
　なお、【障害年金】や【遺族年金】は所得税が非課税ですので、源泉徴収票は送付されません。
　亡くなられた方の源泉徴収票は、死亡届を提出されたご遺族の方に対し、約２カ月程度で源泉徴収票（準確定申告用）をお
送りいたします。
　源泉徴収票を紛失した場合は、お近くの年金事務所や相談センターに再交付をお申し出ください。

　受け取った『老齢年金』の額が１０８万円以上（６５歳以上の方は、１５８万円以上）の方については、
原則として所得税が源泉徴収されることになっています。
（上記の年金額を下回る方は、源泉徴収されません。）
　年金に課税される所得税は、各支払月に支払われる額から源泉徴収されます。

問合せ先

問合せ先

●ねんきんダイヤル　　　　　　　　　0570－05－1165
●栃木年金事務所　お客様相談室　　　22－4134

〈専用ダイヤル〉　０５７０－０７０－１１７（ナビダイヤル）
〈IP・PHS電話〉　０３－６７００－１１３０
〈受 付 時 間〉　◎月曜日～金曜日　　８：３０～１７：１５
　　　　　　　　　　　※月曜日（月曜日が休日の場合は、火曜日）は19：00まで受付
　　　　　　　　　◎第２土曜日　　　　９：３０～１６：００

控除対象：平成２５年１月１日～１２月３１日に納付した保険料（過年度分を含む）

国民年金だより
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　飼い主は、狂犬病の予防注射を毎年１回必ず、犬に受け
させなくてはなりません。今年度の集合注射は終了しまし
たので、まだ、狂犬病の予防注射をしていない場合は、か
かりつけの獣医師か、下記の動物病院で接種しましょう。
　接種費用は、診察料等が加算されますので、動物病院に
よって異なります。接種後に注射済票が動物病院の窓口で
交付されるか、又は、後日、郵送で交付されます。
　また、動物病院によっては、飼い主さんが役場に交付申
請をしなくてはならない場合があります。この場合、済票
交付手数料550円は、動物病院の窓口ではなく、役場生活
環境課での支払いとなります。
　くわしくは、動物病院の窓口でご確認ください。
○接種費用
　注射代金2,750円＋済票交付手数料550円＋診察料等
（参考：壬生町内の動物病院、五十音順）

◎問合せ先　町民生部生活環境課環境保全係　　81－1834

　いざという時、慌てず安全確実にＡＥＤが使用できるよ
う、団体を単位として講習会を開催し、仲間や社員同士で
救急法を学んでみませんか。
○対象団体　　町内事業所及び各種団体（自治会、ボラン
　　　　　　　ティアグループなど）
※１団体20名までとします。
○内　　　容　・一次救命処置の手順
　　　　　　　・心肺蘇生法
　　　　　　　・AED（自動対外式除細動器）の使用方法
　　　　　　　・気道異物除去の方法
※検定に合格された方に「認定証」交付されます。
○費　　　用　無料（教材費、消耗品、保険料等を日赤壬
　　　　　　　生町分区が負担いたします。）
○申込時期　開催予定日の半年前から遅くとも３ヵ月前
　　　　　　　まで
◎申込・問合せ先　日本赤十字社栃木県支部壬生町分区　　　
　　　　　　　（福）壬生町社会福祉協議会　　82－7899
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　公的年金等の収入のある方で、次の方は住民税の申告が
必要となります。
①公的年金等以外の所得金額がある場合
②住民税算出の際に医療費控除や生命保険料控除、扶養控
　除等の適用を受ける場合
　また、所得に関する証明書の交付を受ける場合には、住
民税の申告が必要になる場合があります。
※所得税については、公的年金等の収入金額の合計額が40
　0万円以下であり、かつ、公的年金等以外の所得金額が
　20万円以下である場合には、税務署への所得税の確定申
　告書の提出を省略できます。ただし、医療費控除等によ
　る所得税の還付を受けるためには、所得税の確定申告書
　の提出が必要です。
※所得税・住民税の確定申告書の提出が無い場合は、年金
　支払者から町に送付される「公的年金等支払報告書」等
　の記載内容により住民税を計算します。
◎問合せ先　町総務部税務課町民税係　　81－1817

　農業委員の選挙に使用される選挙人名簿の登載申請書は、
有権者自らが毎年１月１日現在で記入し、１月10日までに
農業委員会に提出することになっています。
　提出された申請書は、農業委員会で審査を行い、選挙管
理委員会に送ります。選挙人名簿は、縦覧などを経た後、
３月31日に確定します。
　登載申請書は、12月下旬に農業委員を通じ配布・回収い
たしますので、申請書裏面の記載注意事項を参考に記載し、
署名押印のうえ、ご提出ください。
　申請書が届かなくても、登載の要件がある方は、農業委
員会事務局にお申し出ください。

選挙人名簿に登載できるのは、次の要件を有する方です。
① 平成26年１月１日現在で、壬生町に住所を有する方
② 平成26年３月31日現在で、満20歳以上の方
③農業経営主で、10アール（１反）以上の農地を耕作して
　いる方
④③と同居の親族、またはその配偶者で、年間60日以上農
　業に従事している方
　（①～③、または①②④を満たす方）
　原則、登載申請書の提出がない場合には、選挙人名簿に
登載されませんので、ご注意ください。
◎問合せ先　町農業委員会事務局　　81－1875

アイリー動物病院

荒川動物医院

28－6933

82－8337

82－0067

85－1152

安塚852－８

表町16－66

北小林1165－３

通町２－15奈良部動物病院

おもちゃのまち
ペットクリニック「農業委員会委員選挙人名簿登載申請書」

提出のお願い

忘れていませんか？
狂犬病予防注射を
忘れていませんか？
狂犬病予防注射を
忘れていませんか？
狂犬病予防注射を

赤十字救急法講習会のご案内
（講習会の費用を補助します）

AEDAEDAED

町民の歌CD絶賛発売中　１枚 500円　
ご家族で１枚　覚えて歌おう！！　壬生中央公民館･稲葉出張所･南犬飼出張所･役場総合政策課で販売中

詳しくは　町総務部総合政策課情報広報係（　81－1814）
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　（公財）国際青少年研修協会では、下記の８事業への参加
者を募集しています。体験を通して、お互いの理解や交流
を深め、国際性を養うことを目的に実施します。おひとり
でご参加になる方が８割以上、はじめて海外に行かれる方
が６割以上です。事前研修会では仲間作りから丁寧に指導
いたしますので、安心してご参加いただけます。
○内　　容　ホームステイ・ボランティア・文化交流・学
　　　　　　校体験・英語研修・地域見学・野外活動など
○派 遣 先　米国・英国・豪州・カナダ・フィジー・フィ
　　　　　　リピン・ニュージーランド
○日　　程　３月25日　～４月６日　 10～12日間　
○募集対象　小学３年生～高校３年生まで
○参 加 費　29.8～43.8万円予定（共通経費は別途）
○申込締切　２月３日　 ※1月27日　までに申込みは割引
※内容、日程、募集対象、参加費は派遣先によって異なり
　ます。詳しくは、下記までお問い合わせください。
◎問合せ・資料請求先

　（公財）国際青少年研修協会
　〒141－0031　東京都品川区西五反田７－15－４
　　　　　　　　第３花田ビル ４階
　　03－6417－9721　FAX03－6417－9724
　Ｅメールアドレス　info@kskk.or.jp
　ホームページアドレス　http：//www.kskk.or.jp

◆重度障害者介護料支給の制度のご案内

○対 象 者　自動車、オートバイ事故により、脳、脊髄、
　　　　　　胸腹部臓器を損傷し、後遺障害の程度が次に
　　　　　　該当される方
　・常時要介護の方　月額58,570円～136,880円
　・随時要介護の方　月額29,290円～54,000円
◆育英資金貸付制度（無利子）のご案内

○対 象 者　保護者の方が自動車、オートバイ事故に遭わ
　　　　　　れて亡くなられたり、重い後遺障害を残すこ
　　　　　　ととなったご家庭の中学生以下のお子様が対象。
　・貸付金一時金155,000円/月額20,000円/入学支度金44,00
　　0円。返還方法は卒業後20年以内の均等払い。
※高校・大学等へ進学した場合は在学期間中返還猶予
◎問合せ先

NASVA自動車事故対策機構 栃木支所　　028－622－9001

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～

　平成26年度の集団健診のお申し込みは、今年度と同様に
直接お電話での申し込みとなります。申し込みの案内は、
平成26年１月23日号のお知らせ版に添付、町ホームペー
ジへの掲載、町役場・各出張所・施設に設置いたしますので、
ご確認ください。
○申 込 期 間　平成26年２月11日　～21日
　　　　　　　［土日祝含む］８：30～17：00【時間厳守】
○申 込 内 容　①お名前 ②生年月日 ③平成27年３月31日
　　　　　　　時点の年齢④電話番号 ⑤集団健診または
　　　　　　　個別健診どちらの希望か（集団健診の場合
　　　　　　　は希望の日） ⑥希望の健診項目 ⑦保険の
　　　　　　　種類（国民健康保険かそれ以外か）⑧結核
　　　　　　　検診希望の有無
○申込・問合せ先　壬生町民生部健康福祉課健康増進係
　　　　　　　　　　　　　　　　0282－81－1885
※同世帯のご家族の方の分も一緒にお申し込みください。

　下記の店舗では、町との協定による環境保全の取組みの
ために、レジ袋の無料配布を中止しております。
　マイ・バッグ、マイバスケット等の持参によるお買物に
ご協力ください。
　◇イオンみぶ店　　　　　　◇カスミ壬生店　
　◇カスミおもちゃのまち店　◇コープおもちゃのまち店
　◇シンユーストア　　　　　◇ヤオハンおもちゃのまち店
○私たちは、各事業者のレジ袋無料配布中止の取り組みを
　支援します。
　壬生町　町商工会　町消費者友の会　町女性会
　町母親クラブ　プラチナキッズ
◎問合せ先　町民生部生活環境課環境保全係　　81－1834

職業訓練によるスキルアップで早期就職を
①再就職に必要なスキルを身に付けるための職業訓練を受
　講できます。
②訓練期間中も訓練終了後もハローワークが積極的に就職
　支援します。
③一定要件を満たす方に訓練期間中、給付金を支給します。
◎問合せ先　
　ハローワーク栃木　　22－4135
　栃木労働局ホームページアドレス
　http：//tochigi－roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.
　html

レジ袋の削減に
  取り組んでいます！
レジ袋の削減に

  取り組んでいます！
レジ袋の削減に

  取り組んでいます！

小学生～高校生のための
春休み海外派遣参加者募集

自動車事故に遭われた方と
中学校までの交通遺児のために
自動車事故に遭われた方と
中学校までの交通遺児のために

平成26年度の集団健診の
お申込み方法について
平成26年度の集団健診の
お申込み方法について
平成26年度の集団健診の
お申込み方法について

雇用保険を受給できない求職者の皆様へ
「求職者支援制度」があります。

なつかしの広報みぶ縮刷版　販売中　
昭和53年～平成元年　広報みぶ縮刷版　3,000円

詳しくは　町総務部総合政策課情報広報係（　81－1814）



◇主　　催　壬生町体育協会バスケットボール部
◇日　　時　平成26年２月９日　・16日
　　　　　 　試合開始　９：00
　※１・２試合目のチームは８：30集合
◇会　　場　２月９日　壬生中学校新体育館及び旧体育館
　　　　　　２月16日　南犬飼中学校新体育館
◇種　　目　男子の部・男子シニアの部（40歳以上）女子の部
◇参加資格　・ユニフォームのあるチームで、高校生以上
　　　　　　　の方
　　　　　　・審判及びオフィシャルができること
◇参 加 費　１チーム3,000円
◇申込方法　参加申込書に参加料を添え、町スポーツ振興
　　　　　　課（総合運動場体育館内 　82－2345）まで
　　　　　　お申込みください。
　　　　　　（申込受付時間８：30～17：15）
※申込書は、スポーツ振興課で配布するほか、町ホームペ
　ージからもダウンロードできます。
◇申込期間　平成26年１月７日　～30日　（期限厳守）
◇注意事項　平成26年２月２日　 10：00から、総合運動場
　　　　　　管理棟２階会議室で代表者会議・抽選会を行
　　　　　　いますので、必ず出席してください。

【施設内訓練】

※各訓練科とも、見学を随時受け付けておりますので、お
　気軽にお問い合わせください。
※雇用保険受給者は、ハローワークを通して申し込みくだ
　さい
※受講料は無料、テキスト代・作業服代、訓練生総合保険、
　諸経費は受講者負担になります。
（注）高卒…Ｈ26年３月高校卒業見込み者
◎問合せ先　県南産業技術専門校　　0284－91－0803
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○件名・内容
① 社会福祉法第107条の規定に基づき「壬生町地域福祉計画」
　を策定いたします。
②子どもの読書活動の推進に関する法律第９条の規定に基
　づき「壬生町子どもの読書活動推進計画」を策定いたし
　ます。
○閲覧・募集期間　平成26年１月８日　～２月７日

　栃木県立学悠館高等学校では平成26年度入学生募集につ
いての説明会を実施します。学悠館高校は定時制課程と通
信制課程を併設した単位制高校です。定時制課程は午前、
午後、夜間の時間帯から自分に合った時間帯を選んで学ぶ
ことができます。通信制課程は、毎週１回のスクーリング
とレポート作成を中心に自学自習で勉強します。学悠館高
校は、それぞれの生徒のライフスタイルを活かすことので
きる新しい学校です。
　学校の概要と、入学・転入学・編入学試験についての説
明会を、下記のように開催します。
○日　　　時　第２回　平成26年１月29日
　　　　　　　　　　　14：00～14：20　受付
　　　　　　　　　　　14：20～15：00　校舎見学
　　　　　　　　　　　15：10～16：10　学校概要・入試説明
　　　　　　　　　　　16：20～     　　　個別懇談（希望者）
○会　　　場　栃木県立学悠館高等学校
　　　　　　　〒328－8558　栃木市沼和田町２－２
　　　　　　　※駐車場がありませんので、公共の交通機
　　　　　　　関を利用してください。
○対　象　者　本校入学・転入学・編入学希望者、保護者等
○申 込 方 法　各実施日の前日までに、FAXか電話で直
　　　　　　　接申し込んでください。
○入学者募集定員　定時制課程　Ⅰ部（午前の部）普通科　80名
　　　　　　　　　　　　　Ⅱ部（午後の部）普通科　80名
　　　　　　　　　　　　　Ⅲ部（夜間の部）普通科　40名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商業科　40名
　　　　　　　通信制課程　総定員　450名
○転入学・編入学定員　
　　　　　　　定時制課程　60名（普通科・商業科）
　　　　　　　通信制課程　総定員の範囲内
　※中学生と転入学希望者は、現在籍校に連絡しておいて
　　ください。なお、質問のある方は、下記の連絡先まで
　　お問い合わせください。
　※入学者募集定員は見込みです。今後変更になる場合も
　　あります。
◎問 合 せ 先　栃木県立学悠館高等学校　担当　大塚雅之
　　　　　　　　20－7073　FAX24－9299

おお つかまさ ゆき

訓練科名

機械加工科
求職者５名
高卒（注）
３名

H26.４月７日
　～９月30日
（６か月）

H26.４月７日
～平成27年
　　３月23日
（１年間）

求職者５名
高卒（注）
５名

求職者５名
高卒（注）
４名

求職者10名
高卒（注）
２名

NC機械科

板金溶接科

電気設備科

訓練期間 募集期間定員

求職者 １次募集
高卒（注）募集
H26.２月３日～21日
（選考日２月27日）

求職者 ２次募集
（定員が満たない場合）
H26.３月６日～18日
（選考日３月26日）

栃木県立学悠館高等学校
説明会の開催

第29回 壬生町バスケットボール大会
　　　 参加チーム募集

県立県南産業技術専門校
施設内訓練のお知らせ

パブリックコメントの
実施事前予告
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入居者募集住宅

※給湯器・浴槽・風呂釜なし。駐車場は１世帯に１台です
※家賃の金額は、平成24年中の所得によって決まります。
※条件によっては、上記以上の家賃の金額になることもあ
　ります。
※入居の際には、家賃２ヶ月分の保証金と町内在住の２名
　の連帯保証人が必要になります。
○申込方法
　　12月24日以降に町建設部建設課管理係で入居申込書等
　を配布しています。（土日、年末年始を除く）
　　入居を希望される方は、入居申込書に必要書類を添え
　て申込期間中に管理係まで提出してください。
○受付期間　平成26年１月６日　～10日
　　　　　　８：30～17：15まで（土日除く）
　申込者多数の場合は抽選になります。
　抽選会は平成26年１月14日　10：00から予定しておりま
　す。
○入居資格など詳しい内容については配布する入居申込書
　等をご覧ください。
○入 居 日　平成26年２月１日以降になります。
◎問合せ先　町建設部建設課管理係　　81－1849

　「第55回栃木県郡市町対抗駅伝競走大会」が下記のとお
り開催されます。大会開催にともない、施設利用に関しご
迷惑をおかけしますが、ご協力くださいますようお願いい
たします。
◆開 催 日　平成26年１月26日　雨天決行
◆中 継 所　 
　　壬生町内の往路・復路中継所は、壬生町総合運動場前・
　壬生西高野歩道橋（同交差点より北へ80ｍの地点）とな
　ります。
　　大会支援施設となる総合運動場・中央公民館では、施
　設・駐車場等の一部利用を制限する場合がありますので、
　ご協力をよろしくお願いいたします。
◆使用制限　当日は、スポーツ振興課窓口受付業務及び総
　　　　　　合運動場施設貸出を休止いたします。
◎問合せ先　町スポーツ振興課　　82－2345
　　　　　　【町総合運動場体育館内：第一月曜日休館】

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

　ゆうがおスポーツクラブでは体育協会スキー部の協力を
得て、今期一回限りの、スキー教室を開催いたします。初
心者から上級者までクラス別に講習会を予定しています。
　幼児ゲレンデでそり遊びもできますが、小学生以下の方
は保護者・責任者同伴を原則といたします。スノーボード
の方につきましては、教室指導はありません。
○期　　　日　平成26年２月15日
○会　　　場　福島県会津高原だいくらスキー場
◯集合・出発　５：00町体育館集合、５：30出発
◯募 集 期 間　平成26年１月18日　～２月１日
　　　　　　　（ゆうがおスポーツクラブ会員先行受付
　　　　　　　平成26年1月14日　より）
◯参　加　費　会員2,500円 非会員4,500円（バス代保険料）
◯募 集 定 員　39名＊定員になり次第締め切り
　　　　　　　（定員に満たない場合には、中止になる場
　　　　　　　合があります。）　
◯諸　費　用　①リフト券（１日券）中学生以上　2,000円
　　　　　 　　　　　　　　　　　小　学　生　1,500円
　　　　　　　②レンタル（一律）  スキーセット  1,500円
　　　　　　　　　　　 スキーセット（小学生）  1,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　スノーボード　1,500円
　　　        　　　　　　　　　 ウェア（一律） 2,000円
　　　　　　　　　　　 ＊ゴーグル・手袋・帽子  各200円
　　　　　　　③昼食トン汁付、座席確保　一律 650円
◎申込・問合せ　ゆうがおスポーツクラブ事務局　　51－6022
　　　　　  　（月～土曜日　９：00～17：00）
参加費と希望する諸費用を準備して、お申し込みください。
※上記時間内にご持参できない方はお手数でも電話にてお
　問合せください。

◆期　　　日　平成26年2月15日　～16日　（１泊２日）
◆内　　　容　自然体験活動、レクリエーション、情報交換、
　　　　　　　調理活動など
◆参 加 対 象  障がいのある方、特別支援学校・特別支援
　　　　　　　学級に通う児童・生徒とその家族（3歳以上）
　　　　　　　15家族（定員を超える場合は抽選）
◆参　加　費　大　人 6,500円　高校生 4,500円
　　　　　　　中学生 4,000円　小学生 3,500円
　　　　　　　幼　児 3,000円
◆申 込 方 法　はがき・電話・FAXでなす高原自然の家
　　　　　　　へ申し込んでください。
※記入事項 氏名・フリガナ・性別・年齢・住所・電話番号
◆締　切　り　平成26年1月15日　必着
◆申込み・問合せ先　なす高原自然の家
　　　　　　　〒325－0301　栃木県那須町湯本157
　　　　　　　　0287－76－6240  FAX 0287－76－6241

住宅
ひばりヶ丘団地
（壬生丁281）

３号棟 ４階

４階

１階

各棟
１戸 ３Ｋ

13,000
　～19,300
15,700
　～23,300
18,100
　～26,900

３号棟

４号棟

下台団地
（駅東町４番24号）

棟 階数 戸数 間取り 家賃（円）

第55回栃木県郡市町対抗駅伝競走大会に伴う
総合運動場及び中央公民館の使用制限について

（個人負担）

～なす高原自然の家主催事業～～なす高原自然の家主催事業～
冬のふれあい広場　参加者募集冬のふれあい広場　参加者募集
～なす高原自然の家主催事業～
冬のふれあい広場　参加者募集



連　絡　先
町スポーツ振興課　　82－2345
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